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１　アジアにおける人口と出生率の動向

（アジアにおける人口の状況）

アジアは世界で最も人口が多い地域である。

その中には、中国やインドのように国土が広い

国がある一方、シンガポールのように一つの都

市が国家を形成している国もある。

人口規模をみると、最も人口が多いのは中国

の13.3億人であり、次いでインドの11.7億人と

なっている。このほか、人口が1億人を超える

国として、インドネシア（2.3億人）、パキスタ

ン（1.6億人）、バングラデシュ（1.6億人）が

あり、我が国は、これらの国に次ぐ1.3億人と

なっている。

数千万の規模の国や地域も多く、フィリピン

（8,796万人）、ベトナム（8,738万人）、タイ

（6,388万人）、ミャンマー（4,880万人）、韓国

（4,822万人）は、ヨーロッパのドイツ（8,260

万人）、フランス（6,165 万人）、イギリス

（6,077万人）に相当する規模となっている。

また、マレーシア（2 , 6 5 7 万人）、台湾

（2,288万人）、北朝鮮（2,379万人）は、2,000

万人を超える規模となっている。

このようにアジアには人口規模の大きな国や

地域が多い。

（アジアにおける合計特殊出生率の状況）

アジアの国や地域における合計特殊出生率の

水準をみると、最も水準が高いのは、ラオスの

4.6であり、次いでパキスタン（4.0）、カンボ

ジア（3.9）の順となっている。そのほか、合

計特殊出生率が 2.5 以上の国は、バングラデ

シュ（3.1）、フィリピン（3.0）、インド（2.9）、

マレーシア（2.8）となっている。

一方、合計特殊出生率が2を下回る国や地域

も多い。香港（0.98）が最も低く、台湾（1.12）、

韓国（1.13）、シンガポール（1.25）の順となっ

ており、我が国（1.32）は、これらの国に次ぐ

水準となっている。また、中国は1.7となって

いる。

このように、アジアでは、合計特殊出生率が

高い国がある一方、東アジアの主要な国や地域

では「超少子化」ともいえる状況が発生してい

る。

ドイツでは、労働時間法により、労働時間は1日8時間を超えてはならないとされている。ただ
し、週労働時間の長さについては、産業別の労働協約における規定に委ねられており、例えば、旧
西ドイツ地域における金属、鉄鋼及び印刷業における所定労働時間は週35時間とされている。
フランスでは、労働時間短縮に関する法律等により、法定労働時間は週35時間とされており、
これを超える労働をさせる場合は、労働監督官の許可を得るとともに、一定の割増賃金を支払わな
ければならない。さらに、法では、こうした超過労働時間の要件を満たした場合でも超えてはなら
ない最長労働時間として、1日10時間、週48時間の上限等を定めている。
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（アジアの主な国・地域における出生率の動

き）

上記でみたように、出生率の低下は、我が国

や欧米諸国だけではなく、アジアでも起きてい

る現象である。そこで、上記の国や地域の中か

ら、東アジア及び東南アジアにおいて経済成長

が著しく、時系列データの利用が可能な韓国、

台湾、香港、シンガポール及びタイの合計特殊

出生率の動きをみることとする。

1970（昭和45）年の合計特殊出生率の水準

をみると、我が国が2.13であったのに対して、

タイが5.02、韓国が4.50であり、当時の全世界

平均（1970～75年平均：4.47）に近い水準に

あった。また、台湾（3.71）、香港（3.29）、シ

ンガポール（3.10）も我が国を大きく上回って

いた（台湾は1971年の数値）。

その後、これらの国や地域でも合計特殊出生

率は低下傾向となり、現在では人口置換水準を

下回る水準になっている。タイの1.90（2005年）

を除けば、我が国（2006年の1.32）を下回る水

準となっており、シンガポールが1.25（2005年）、

韓国が1.13（2006年）、台湾が1.12（2006年）、

香港が0.98（2006年）となっている。

海外の少子化の動向補　章

国・地域 人口（万人） （年次） 合計特殊出生率 （年次）
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2.8
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2005年

2005年

2005年

2005年

2005年

2005年

2005年
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資料：人口は、台湾は内政部資料、その他の国・地域はUnited Nations“World Population Prospects 2006 Revision”。
合計特殊出生率は、日本は厚生労働省「人口動態統計月報（年計）概数」、韓国は韓国統計庁資料、香港は香港統計局資料、
台湾は内政部資料、シンガポールはシンガポール統計局資料、その他の国・地域はWHO（世界保健機構）資料。

　注：暫定値や推計値を含む。
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２　アジアの主な国における少子化対策の動向

（出生率の評価と政策スタンス）

アジアの国・地域では、我が国よりも少子化

が急速に進行しているところもみられる。各国

では、この事実をどのように認識し、どのよう

な政策スタンスに立っているのであろうか。

国連の資料によると、出生率の水準に対する

主なアジア諸国（韓国、シンガポール、中国、

タイ）の現在（2005年）の認識は、韓国、シ

ンガポールでは、自国の出生率を「低すぎる」

と認識している。一方、中国、タイでは「満足

な水準」と認識している。

また、政策スタンス（出生率に影響を与える

政策に対する態度）については、「低すぎる」

と認識している韓国、シンガポールは、我が国

と同様、「回復させる」というスタンスに立っ

ている。一方、「満足な水準」と認識している

中国、タイでは「維持する」というスタンスに

立っている。

以下では、自国の出生率を低すぎると認識し、

出生率を回復させるという政策スタンスをとっ

ている韓国、シンガポールの少子化対策を概観

する。

（韓国の少子化対策）

韓国では、2000（平成12）年以降の出生率

の低下が著しく、「将来人口の特別推計」（2005

年 1月）によると、韓国の人口は2020（平成

32）年をピークに減少する見通しとなっている。

この状況に危機感を持った韓国政府は、2003

（平成15）年12月に大統領府に「高齢化と未来

社会委員会」を設置し、2004（平成16）年1月

に「少子・高齢社会対応のための国家戦略」、

同年 6月に「育児支援法案」が策定された。

2005（平成17）年9月に同委員会は「低出産高

齢化社会委員会」に改編され、2006（平成18）
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資料：United Nations“Demographic Yearbook”、WHO“World Health Statisitics”、各国資料。
　　　日本は厚生労働省「人口動態統計」。
　注：台湾の1970年は1971年、1975年は1976年、1980年は1981年の数値。
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年7月には「少子高齢社会基本計画」が策定さ

れた。この計画には、保育サービスの充実、経

済的支援の強化、妊娠・出産に対する支援等が

盛り込まれており、低出産対策として今後5年

間に約19兆ウォン（約2.5兆円）を投入するこ

ととしている。韓国では、これらの施策により、

合計特殊出生率を 2010（平成 22）年までに

OECD諸国の平均である1.6まで回復させるこ

とを目標に掲げている。

現在、韓国で実施されている少子化対策の概

要は、以下のとおりである。

出産休暇は、90日間の産前・産後休暇の取

得が可能である。このうち、60日分について

は、有給休暇として事業主から給与が支給され、

残り30日分については、一般会計及び雇用保

険から135万ウォン（約17万9千円）を上限と

して産休手当が支給される。

育児休業は、子どもが1歳に達するまでの間、

取得可能である。育児休業中の所得保障につい

ては、雇用保険から月40万ウォン（約5万3千

円）の育児手当が支給される。また、育児休業

中の代替要員を雇用した企業に対しては補助金

が支給される。

保育サービスは、公営と民営の保育所のほか、

事業所内保育所と家庭型（小規模）保育所が制

度化されている。特に事業所内保育所について

は、常用雇用労働者500人以上又は女性労働者

300人以上の事業所に対し、その設置が義務付

けられている。

経済的支援は、税制における「家族扶養控除」

のほか、「教育費控除」（幼稚園や保育園などの

費用の所得控除制度）があるが、我が国の児童

手当に相当する制度はなく、「少子高齢社会基

本計画」でも児童手当の導入の検討が盛り込ま

れている。

（シンガポールの少子化対策）

シンガポールでも、2001（平成13）年以降

の出生率の低下が著しく、様々な少子化対策が

講じられている。

シンガポールでは、特にユニークな政策とし

て、独身者対策としての国営「お見合い（出会

いの場提供）センター」が知られていたが、今

後、それを廃止し、民間のお見合い産業に対し

て補助金等によって間接的に支援する仕組みに

移行する予定である。

出産休暇は、産前4週間、産後8週間の計12

週間の取得が可能である。第1子、第2子の場

合、最初の8週間については、事業主は給与を

支払うこととなっている。また、残りの4週間

についても有給で取得できるようにするため、

企業に対し、最大で1万シンガポールドル（約

80万1千円）の助成金が政府から支給される。

第3子以降の場合、12週間すべてについて、最

大で3万シンガポールドル（約240万 2千円）

の助成金が政府から支給される。

育児休業は、子どもが7歳に達するまでの間、

年に2日間、有給休暇を取得することができる。

保育サービスは、保育所が設置されているほ

か、ベビーシッター等の家庭保育者も利用可能

である。特に一部の保育所では、家庭保育者を

育成・派遣している。

経済的支援として、ベビーボーナスと税制を

あげることができる。

ベビーボーナスは、子どもの出生時の現金給

付と政府の補助も加わった積み立て制度から構

成されている。前者は、第1子、第2子は3,000

シンガポールドル（約24万円）、第3子以降は

6,000シンガポールドル（約48万円）が支給さ

れる。後者は、第2子以降を対象とし、子ども

が6歳になるまでの間、親からの貯蓄と同額の

補助が政府から支給され、専用口座に積み立て

られる。この専用口座に積み立てられた金額は、

指定された保育所や幼稚園の保育料等の支払い

に充てることができる。

税制では、扶養控除のほか、同居している祖

父母や外国人メイドを対象とした保育者控除や

税額控除が実施されている。

海外の少子化の動向補　章
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扶養控除としては、「扶養子ども控除」と

「就業母親子ども控除」がある。前者は、16歳

未満の子ども1人につき、一定額を所得から控

除するもの、後者は、就業している母親に対し、

所得の一定割合を控除するものである。

同居している祖父母や外国人メイドを対象と

した保育者控除としては、「祖父母控除」と

「外国人メイド控除」がある。前者は、就業し

ている女性が子どもの保育を父母や祖父母に頼

んだ場合に一定額を所得から控除するもの、後

者は、既婚又は子どもを持つ女性が、外国人メ

イドを雇用した場合、一定額を所得から控除す

るものである。

税額控除については、「扶養者税額控除」が

あり、第2子以降を対象に一定額を税額控除し

ている。
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